
た
り
２
８
０
日
（
休
日
は
85
日
）。
対
象
期

間
に
お
け
る
１
日
の
労
働
時
間
の
限
度
は
最

大
10
時
間
、
１
週
間
の
労
働
時
間
は
最
大
52

時
間
で
す
。
対
象
期
間
を
平
均
し
て
１
週
間

の
労
働
時
間
が
40
時
間
以
内
と
な
る
よ
う
各

日
・
各
週
の
所
定
労
働
時
間
を
定
め
ま
す
。

　
連
続
労
働
日
数
は
原
則
と
し
て
６
日
ま
で

で
す
が
、「
特
定
期
間
」
を
設
け
れ
ば
、
１
週

間
に
１
日
の
休
日
が
確
保
で
き
る
最
長
12
日

に
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
２
０
２
５
年
６
月
１
日
の
労
働
安
全
衛
生

規
則
の
改
正
に
よ
り
、
職
場
に
お
け
る
熱
中

症
対
策
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
W
B
G
T
値

（
熱
中
症
の
危
険
度
を
示
す
指
標
）
が
28
度

以
上
、
ま
た
は
気
温
が
31
度
以
上
の
環
境
で

連
続
１
時
間
以
上
、
ま
た
は
１
日
４
時
間
以

上
作
業
を
行
う
場
合
は
、
事
業
者
の
巡
回
な

ど
に
よ
る
健
康
状
態
の
把
握
や
熱
中
症
に

な
っ
た
際
の
応
急
処
置
の
手
順
作
成
・
周
知

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
熱
中
症
は
労
災

に
つ
な
が
る
重
大
な
リ
ス
ク
で
す
。
作
業
者

の
熱
中
症
が
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
な
ら
な

い
よ
う
に
、
現
場
で
の
徹
底
し
た
安
全
対
策

が
重
要
と
な
り
ま
す
。

林
業
事
業
体
の
雇
用
管
理
改
善
を
進
め
、林
業
への
就
職・職
場
定
着
を
促
進
し
、

林
業
労
働
者
の
育
成・確
保
を
図
る
た
め
、新
潟
県
内
の
林
業
事
業
体
の

雇
用
管
理
者・担
当
者
を
対
象
と
し
た
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
は
、林
業
に
お
け
る
柔
軟
な
働
き
方
と

雇
用
管
理
改
善
の
実
現
に
向
け
て
が
テ
ー
マ
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
出
た
主
な
話
を
誌
上
再
現
し
ま
す
。

イ
ベ ン

ト  R E P O R T

令和7年度
林業雇用
管理セミナー
（研修会）
2025.9.24 wed
＠県自治会館「

林
業
に
お
け
る
柔
軟
な

  
働
き
方
と
雇
用
管
理
改
善
の

 
実
現
に
向
け
て
」

社
会
保
険
労
務
士

笠
木
友
美
氏

講師

　
林
業
の
就
業
者
数
は
減
少
傾
向
で
す
が
、

若
い
世
代
の
就
業
者
割
合
は
増
加
し
て
い
ま

す
。
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
中
で
、
十
分
な

労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
は
新
規
就
労
の

促
進
と
定
着
支
援
が
必
要
で
す
。
県
内
の
林

業
の
有
効
求
人
倍
率
を
見
る
と
2
0
2
3
年

で
は
全
産
業
の
１
．４
倍
に
対
し
、
林
業
は
２
．

３
倍
と
高
い
倍
率
が
続
い
て
い
ま
す
。
経
験

者
の
離
職
理
由
と
し
て
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ

る
理
由
は
「
賃
金
以
外
の
労
働
条
件
が
良
く

テーマ 

な
か
っ
た
」。
こ
の
理
由
が
全
体
の
25
〜

37
％
を
占
め
ま
す
。
労
働
者
が
働
く
上
で
重

要
と
考
え
る
の
は
職
場
の
人
間
関
係
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
。
特
に
若
い

世
代
は
労
働
時
間
の
短
縮
や
働
き
方
の
柔
軟

化
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
労
働
時
間
を
管
理
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず

自
社
の
「
所
定
労
働
時
間
」
を
明
確
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
労
働
時
間
は
、
実

作
業
だ
け
で
な
く
準
備
や
待
機
の
時
間
も
含

ま
れ
る
場
合
が
あ
り
、
原
則
は
１
分
単
位
で

計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
２
０
２
5
年
10
月
に

新
潟
県
の
最
低
賃
金
は
時
給
１,
０
５
０
円
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。
自
社
の
賃
金
が
基
準
を

下
回
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
労
働
者
が
６
カ
月
間
継
続
勤
務
し
、

全
労
働
日
の
８
割
以
上
勤
務
し
た
場
合
は
、

「
年
次
有
給
休
暇
」
の
付
与
が
義
務
と
な
り

ま
す
。
２
０
１
９
年
の
働
き
方
改
革
に
よ
り
、

事
業
主
は
年
10
日
以
上
の
有
給
を
付
与
す
る

労
働
者
に
対
し
、
年
５
日
以
上
の
年
休
取
得

を
確
実
に
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

未
実
施
の
場
合
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
林
業
の
よ
う
に
年
間
で
業
務
量
に
変
動
が

あ
る
業
種
に
は
「
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
」
が
適
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は
１

カ
月
か
ら
１
年
以
内
の
期
間
を
平
均
し
て
、

週
の
労
働
時
間
が
40
時
間
以
内
と
な
る
よ
う

林
業
事
業
体
に
お
け
る

労
働
環
境
の
現
状
と
課
題

熱
中
症
対
策
の
義
務
化

柔
軟
な
働
き
方
を
支
え
る

労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇
制
度

１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
を

導
入
す
る
た
め
に
は

　
相
談
会
で
は
、
2
事
業
体
か
ら
「
既

存
社
員
と
今
後
採
用
す
る
中
途
社
員
の

賃
金
体
系
に
つ
い
て
」「
高
卒
人
材
の
採

用
募
集
及
び
業
務
都
合
に
よ
る
始
業
・

終
業
時
間
の
変
更
等
に
つ
い
て
」
の
相

談
が
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
セ
ミ

ナ
ー
講
師
の
笠
木
社
会
保
険
労
務
士
か

ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
の
セ

ミ
ナ
ー
で
講
師
を
お
願
い
し
た
廣
井
特

定
社
会
保
険
労
務
士
か
ら
対
応
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
相
談
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
は
、

「
個
別
相
談
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
か
ら

公
表
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
相

談
さ
れ
た
事
業
体
の
方
か
ら
は
、「
普
段
、

相
談
し
づ
ら
い
内
容
に
つ
い
て
も
個
別

に
ゆ
っ
く
り
、
ま
た
、
親
身
に
な
っ
て

対
応
い
た
だ
き
良
か
っ
た
」
と
の
感
想

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
当
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
雇
用
管
理
改
善
相
談
会
の
開
催

の
ほ
か
、
林
業
就
業
支
援
地
域
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
を
配
置
し
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
直

接
事
業
体
を
訪
問
し
て
相
談
に
応
じ
る

「
巡
回
相
談
」
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
年
間
を
通
し
て
電
話
・
メ
ー
ル
等

に
よ
る
相
談
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
の

で
、
積
極
的
な
活
用
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

雇用管理
改善
相談会

令和7年度

例
年
、セ
ミ
ナ
ー
参
加
事
業
体
か
ら
の

「
雇
用
管
理
に
関
す
る
個
別
相
談
」に

セ
ミ
ナ
ー
講
師
が
専
門
家
と
し
て
お
答
え
す
る

「
雇
用
管
理
改
善
相
談
会
」を
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に

開
催
し
て
い
ま
す
。

に
業
務
の
繁
閑
に
応
じ
た
労
働
時
間
を
調
整

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
導
入
す
る
に
は
以
下
の
事
項
を
労
使
協
定

で
定
め
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。①
労
働
対
象
者
の
範
囲
　
②
対
象

期
間
及
び
起
算
日
　
③
特
定
期
間
　
④
労
働

日
及
び
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間
　
⑤
協
定

の
有
効
期
間
。
も
し
１
年
ご
と
に
運
用
す
る

の
で
あ
れ
ば
毎
年
、
届
出
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
主
な
限
度
は
次
の
通
り
で
す
。
対
象
期
間

に
お
け
る
労
働
日
数
の
限
度
（
対
象
期
間
が

３
か
月
を
超
え
る
場
合
に
限
る
）
は
１
年
当


